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公募要項_新旧対照表
新(Version6) 旧(Version5)

＜修正＞
・本改訂によりページ追加となったため、⽬次を修正した

＜修正＞
・公募要項の改訂により、Version6(2020.10.5)と修正
した
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4
＜追加＞
・事業期間延⻑および申請可能事業期間、申請受付⽇
の説明を追加した

＜変更＞
・予算の繰越に伴い事業期間が延⻑されたため、全般的
に変更した



公募要項Ver6 新旧対照表

3 / 9

番号 備考

公募要項_新旧対照表
新(Version6) 旧(Version5)

5

6

＜修正＞
・2020年8⽉26⽇以降に開催される公演について、無観
客公演の「リアルタイムフル配信」の要件を緩和することに
関する説明を明確化した

＜修正＞
・事業者が準拠すべき新型コロナウイルス感染症に関する
感染拡⼤予防ガイドラインについて説明を明確化した
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＜追加＞
・2020年10⽉5⽇以降に新たに申請する公演について、
事前収録映像を全編に利⽤した公演を認めることおよび
認める上での条件を追加した

＜修正＞
・「銀⾏の振込⼿数料」を補助対象外経費とすることを明
確化した
・「消費税」について、請求書に記載された⾦額に消費税
が明記されていない場合の、事業者により算出した消費税
額を端数切り上げとする必要があることを明確化した
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＜修正＞
・「銀⾏の振込⼿数料」を補助対象外経費とすることを明
確化した
・「消費税」について、請求書に記載された⾦額に消費税
が明記されていない場合の、事業者により算出した消費税
額を端数切り上げとする必要があることを明確化した

＜修正＞
・専⾨家費⽤における「消費税」を補助対象外経費とする
ことを明確化した
・「銀⾏の振込⼿数料」を補助対象外経費とすることを明
確化した
・「消費税」について、請求書に記載された⾦額に消費税
が明記されていない場合の、事業者により算出した消費税
額を端数切り上げとする必要があることを明確化した
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＜変更＞
・今後は「⑤延期・中⽌リスト」が不要とする形で変更した
＜追加＞
・事前収録映像を利⽤した公演を申請する場合に使⽤す
る書類として、「事前収録映像を公演の全編に利⽤する
場合の理由書」および「無観客公演のリアルタイムフル配
信を⾏わないことに関する要請書」を追加した

＜修正＞
・「Go To Travelキャンペーン」から交通費、宿泊費を受
ける場合の、費⽬の切り分けの考え⽅を例⽰し、明確化
した
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＜変更＞
・今後は「⑤延期・中⽌リスト」が不要とする形で変更した

＜追加＞
・事前収録映像を利⽤した公演を申請する場合に使⽤す
る書類として、「事前収録映像を公演の全編に利⽤する
場合の理由書」および「無観客公演のリアルタイムフル配
信を⾏わないことに関する要請書」の説明を追加した
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＜変更＞
・予算の繰越に伴い事業期間が延⻑されたため、それに伴
う申請締切⽇を、現時点では2021年5⽉まで記載する形
に変更した

＜修正＞
・「様式4 事業計画変更承認申請書」および「様式4-2 
事業計画変更届出書」を提出する条件に関する表現を
明確化した

＜追加＞
・変更届出ができる⽇および変更が可能である公演⽇の
説明を追加した
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＜修正＞
・#16で「様式4 事業計画変更承認申請書」および「様
式4-2 事業計画変更届出書」を提出する条件に関する
表現の明確化、変更が可能である公演⽇の説明の追加
に伴い、各様式に関する説明のページを分割した

＜修正＞
・同⼀会場で同⼀演⽬の複数公演の場合には、採択され
た⽇時が異なる案件であっても、同⼀会場複数公演⽤の
収⽀報告書が利⽤可能である旨を明確化した
・「消費税」について、請求書に記載された⾦額に消費税
が明記されていない場合の、事業者により算出した消費税
額を端数切り上げとする必要があることを明確化した

＜変更＞
・「収⽀報告書」の様式を⼀部変更した


